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（仮称）子ども未来館整備運営事業 指定管理協定書 

福山市（以下「甲」という。）と指定管理者○○（以下「乙」という。）とは、次のとおり、

（仮称）子ども未来館に関する指定管理協定書（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

第１章 総 則 

 

 （本協定の目的） 

第１条 本協定は、甲と乙が、（仮称）子ども未来館（以下「本施設」という。）を適正かつ

円滑に管理するために必要な基本事項を定めることを目的とする。 

 

 （指定管理者の指定の意義） 

第２条 甲及び乙は、本施設の管理に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義は、乙

の能力を活用しつつ、本施設の設置目的に沿って効果的、効率的にその機能を最大限発揮

させることにより、市民サービスの向上と管理経費の縮減を図り、もって住民の福祉を増

進することにあることを確認する。 

 

 （公共性の趣旨の尊重） 

第３条 乙は、本施設の設置目的及び乙が行う本施設の管理業務（以下「指定管理業務」と

いう。）の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものと

する。 

 

 （信義誠実の原則） 

第４条 甲及び乙は、信義を重んじ、本協定を誠実に履行しなければならない。 

 

 （用語の定義） 

第５条 本協定において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）基本協定 甲と、●●（代表企業）、●●（構成企業）、●●（構成企業）、●●（構

成企業）及び●●（構成企業）の間で●年●月●日に締結された（仮称）子ども未来

館整備運営事業基本協定書をいう。 

（２）指定管理料 甲が乙に対して支払う指定管理業務の実施に関する対価をいう。 

（３）仕様書 本協定書に添付する（仮称）子ども未来館指定管理業務仕様書をいう。 

（４）募集要項等 基本協定に定義される募集要項等をいう。 

（５）仕様書等 仕様書及び募集要項等をいう。 

（６）自主事業 福山市○○○条例（  年条例第  号。以下「条例」という。）第○

○条に規定する指定管理者が行う業務以外の業務で、乙が自己の責任と費用におい

て実施する事業をいう。 

（７）業務計画書 維持管理業務計画書及び運営業務計画書をいう。 

（８）業務計画書等 業務計画書及び業務年間計画書並びに第３７条に規定する事業計

画書及び収支予算書をいう。 
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（９）業務年間計画書 維持管理業務年間計画書及び運営業務年間計画書をいう。 

（10）使用料 条例第○○条の規定により、○○○を使用する者（以下「使用者」という。）

から徴収する使用料をいう。 

（11）物品 本施設で使用中又は使用する予定で購入している備品及び消耗品をいう。 

（12）本施設等 本施設、附属設備及び物品をいう。 

 

 （指定期間） 

第６条 本施設の指定管理者の指定の期間は、指定管理者指定書（○○年（令和○年）○○

月○○日付け福山市指令第○○号）により、○○年（令和○年）○○月○○日から○○年

（令和○○年）○○月○○日までの○年間（以下「指定期間」という。）とする。 

２ 本協定の期間は、指定期間と同じ期間とする。 

 

（会計） 

第７条 指定管理業務に係る会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる

ものとする。 

２ 乙は、自己の経理とは独立した経理区分を設け、処理しなければならない。 

３ 本協定とは別に、指定期間中の会計年度ごとに、指定管理料の額その他の事項について、

年度協定を締結する。 

 

第２章 指定管理業務の範囲と実施条件 

 

 （指定管理業務の範囲） 

第８条 指定管理業務の範囲は、次のとおりとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。 

（１）条例第○○条各号に掲げる事業に関する業務 

（２）開館時間及び休館日の変更に関する業務 

（３）施設の使用許可、使用許可の取消し及び使用の停止その他必要な措置を講ずること

に関する業務 

（４）本施設等の維持管理及び運営に関する業務 

２ 前項各号に掲げる業務の細目は、仕様書に定めるとおりとする。 

 

 （指定管理業務の実施） 

第９条 乙は、関係法令、条例、規則等を遵守するとともに、本協定、年度協定、仕様書等

及び業務計画書等に従って、指定管理業務を実施するものとする。 

２ 乙は、条例第○○条に定める本施設の設置目的を最も効果的に達成できるよう指定管

理業務を実施するとともに、広く市民の意見を反映するものとする。 

３ 乙は、本施設を市民が安全かつ安心して利用できるよう、また、美観を損ねることなく、

常に良好な状態で維持するものとする。 

４ 乙は、本施設の附属設備別記１を正常な性能が維持できるよう、日常点検、定期点検等

を行うものとする。 
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５ 乙は、本施設等を指定管理業務以外の用に使用してはならない。ただし、本協定におい

て認められる自主事業を行う場合及びあらかじめ甲の書面による承諾を受けた場合は、

この限りではない。 

６ 乙は、施設、附属設備及び備品の形状、形質等を変更してはならない。ただし、あらか

じめ甲の書面による承諾を受けた場合は、この限りではない。 

７ 乙は、業務計画書等の内容が仕様書の水準を超える場合は、業務計画書等に示された水

準により指定管理業務を実施するものとする。 

８ 代表企業は、本協定に基づく乙の義務を、乙と連帯して履行する義務を負う。 

 

 （業務開始の準備） 

第１０条 乙は、指定管理業務を開始する日（以下「業務開始日」という。）までに、指定

管理業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。 

 

（業務責任者等） 

第１１条 乙は、業務開始日までに、次の各号に定める者を定め、その氏名その他必要な事

項を業務計画書に含めて甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様

とする。 

（１）事業統括責任者 

（２）維持管理・運営統括責任者 

（３）維持管理責任者 

（４）維持管理担当者 

（４）運営統括責任者 

（５）各部門運営責任者 

（６）各部門運営担当者 

 

２ 事業統括責任者と維持管理・運営統括責任者は兼務することができる。 

 

 （第三者による実施） 

第１２条 乙は、指定管理業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、

乙はあらかじめ甲の書面による承諾を受けた場合は、指定管理業務の一部を第三者に委託

し、又は請け負わせることができる。 

２ 乙が指定管理業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任及び費用にお

いて行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加した費

用については、乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加した費用とみなして、

乙が負担するものとする。 

 

 （本施設等の修繕） 

第１３条 施設の改修及び大規模修繕を除き、本施設等の修繕は乙が行うものとする。 

２ 本施設等の修繕に要する費用で、甲又は乙のいずれが負担すべきか明確でないものに
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ついては、甲乙協議するものとする。 

 

 （緊急時の対応） 

第１４条 指定期間中、本施設内において事故、災害等不測の事態が発生した場合は、乙は

速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を始め関係機関に対してその旨を通報しなけれ

ばならない。 

２ 事故等が発生した場合は、乙は、甲と協力して事故等の原因の調査に当たるものとする。 

３ 乙は、本施設の混雑、トラブル等の発生時には、要員を配置し、適切な案内及び誘導を

行い、混雑の解消や事故の防止に努めるものとする。 

 

 （災害時等の対応） 

第１４条の２ 乙は、大規模な災害等が発生した又は発生するおそれがある場合（以下「災

害時等」という。）に、避難所等としての使用その他の災害対応について、甲から要請が

あった場合には、協力するものとする。 

２ 乙は、前項に規定する要請がない場合であっても、災害時等の状況に応じて、緊急の必

要があると認める場合は、市民等の安全確保のため、自らの判断により、適切な災害対応

に努めるものとする。 

 

 （費用負担等の協議） 

第１４条の３ 乙は、前条の規定により損害・損失及び費用負担が発生した場合には、内容

の詳細について書面をもって甲に報告し、その負担について協議を求めることができるも

のとする。この場合において、甲はその求めに応じなければならない。 

２ 甲は、前項の協議の結果を踏まえ、合理性の認められる範囲で乙の損害・損失及び費用

負担の全部又は一部を負担するものとする。 

 

 （情報管理） 

第１５条 乙は、指定管理業務に係り取得し、又は保有した個人情報については、個人情報

の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）等に基づき取り扱うものとし、別記３個人

情報取扱特記事項に従い、個人情報保護制度の適正な解釈及び運用を行わなければなら

ない。 

２ 乙は、指定管理業務に係り作成、取得又は保有をした文書（以下「公文書」という。）

については、福山市情報公開条例（平成１４年条例第２号）に基づき開示請求があった場

合は、甲の指示に従うものとする。 

３ 乙は、公文書の適正な管理に努め、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般に供する

ものとする。 

４ 乙は、公文書の取扱いについて、甲の指示に従うものとする。 

５ 乙は、公文書が不要となった場合又は指定の期間が満了し、若しくは指定を取消された

場合は、その処理について甲の指示に従い、当該公文書を甲に引き継ぐものとする。 
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第３章 物品の取扱い 

 

 （物品の取扱い） 

第１６条 乙は、甲の所有に係る別記２に示す物品を、指定期間中無償で使用することがで

きる。 

２ 乙は、故意若しくは過失により物品を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、

又は自己の費用で当該物品と同等の機能及び価値を有するものを弁償しなければならな

い。 

３ 第１項に定めるもののほか、乙は、あらかじめ甲と協議の上自己の費用により備品を購

入し、又は調達し、指定管理業務のために使用することができるものとする。 

４ 乙は、本施設の管理運営に支障を来さないよう、消耗品を指定管理料その他の収入の範

囲内で適宜購入し、又は調達しなければならない。 

 

第４章 業務計画書及び事業報告 

 

 （業務計画書） 

第１７条 乙は、業務開始日までに、業務区分ごとに実施体制、実施内容、実施スケジュー

ル等の必要な事項を記載した維持管理業務計画書及び運営業務計画書を甲に提出し、そ

の承認を受けなければならない。 

２ 乙は、毎事業年度、前年度の２月末日までに、実施内容及び実施工程等の業務を適正に

実施するために必要な事項を記載した維持管理業務年間計画書及び運営業務年間計画書

を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 乙は、維持管理業務計画書及び運営業務計画書並びに維持管理業務年間計画書及び運

営業務年間計画書を変更しようとする場合は、事前に変更後の計画書の内容を甲に提出

し、その承認を受けなければならない。 

４ 乙は、事業期間５年目を目途に展示の一部を更新する計画（以下「展示更新計画書」と

いう。）を作成し、更新設計着手予定の１年前までに甲に提出し、その承認を受けなけれ

ばならない。 

５ 乙は、運営業務年間計画書の提出の３か月前までに、企画展示事業の回数や開催時期、

内容等を記載した企画展示計画書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。企画

展示計画書の内容については、運営業務年間計画書の作成時に市と協議を行うものとす

る。 

 

 （事業報告） 

第１８条 乙は、毎年度終了後６０日以内に、指定管理業務に関し、次に掲げる事項を記載

した所定の事業報告書を提出しなければならない。 

（１）指定管理業務の実施状況及び利用状況 

（２）使用料等の収入の実績 

（３）管理に係る経費の収支状況 
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（４）自主事業の実施状況 

（５） その他管理の実態を把握するために甲が必要であると認める事項 

２ 乙は、甲が地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の規定によ

り、年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合は、指定が取り消さ

れた日から６０日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければなら

ない。 

３ 甲は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容及びそれに関連する事項について、

乙に対して報告を求めることができるものとする。 

 

（定期の業務報告書） 

第１９条 乙は、指定管理業務に関し、次に掲げる事項を記載した所定の維持管理業務報告

書及び運営業務報告書（日報、月報、四半期報及び年度統括報）を作成し、定期的に提出

するものとする。 

（１）指定管理業務の実施状況及び利用状況 

（２）使用料の収入の実績 

（３）管理に係る経費の収支状況 

（４）自主事業の実施状況 

（５） その他管理の実態を把握するために甲が必要であると認める事項 

２ 前条第３項の規定は、前項の規定による、定期の業務報告書について準用する。 

 

 （業務実施状況の確認等） 

第２０条 甲は、前２条により乙が提出した事業報告書等及びセルフモニタリング報告書

に基づき、乙が行う指定管理業務の実施状況及び本施設の管理状況（以下「業務の実施状

況等」という。）のモニタリング及び実績評価を行うものとする。 

２ 前項に規定するモニタリング及び実績評価の実施方法、実施時期等については、別途甲

から乙に通知する。 

３ 前２項によるモニタリング及び実績評価等の結果、乙による指定管理業務の実施状況

が、仕様書その他の甲が示した条件を満たしていないと甲が判断する場合は、甲は乙に対

して、必要な改善措置を講ずるよう指示するものとする。 

４ 乙は、前項に定める業務の改善の指示を受けた場合は、速やかにそれに応じ、改善結果

について文書により甲に報告し、甲の承認を得なければならない。 

５ 甲は、第３項による業務の改善の指示を行ったにもかかわらず、業務の実施状況等につ

いて改善が見られないと判断した場合は、乙に対する指定管理者の指定を取り消すこと

ができる。 

６ 甲は、前各項に定める場合のほか、乙による適正な業務の実施状況等を確保するため、

乙に対して、指定管理業務の内容又は経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は

必要な指示をすることができる。 

７ 甲又は甲の監査委員は必要と認めるときは、乙が行う指定管理業務に係る出納関連の

事務について、監査を行うことができる。 
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第５章 指定管理料及び使用料等 

 

 （指定管理料の支払） 

第２１条 甲は、乙に対して別に締結する年度協定に基づき指定管理料を支払うものとす

る。 

２ 甲又は乙は、前項の指定管理料について、別記４記載の方法により計算した額について、

変更を請求することができる。 

 

 （利用料金収入等） 

第２２条 乙は、条例の定める範囲内において、甲と協議のうえ本施設の利用料金を定める

ものとし、本施設の利用料金を自らの収入として収受することができる。 

２ 乙は、前項の利用料金のほか、指定管理業務として実施する企画展示入館料、ワークシ

ョップ参加料及びセミナー参加料等について、乙は、本施設の利用に係る料金を、自らの

収入として収受することができる。 

３ 乙は、指定管理業務に係る前２項の収入（以下「運営収入」という。）について、別記

５の記載に従い甲との間でプロフィットシェアリングを行うものとし、詳細は協議によ

り定める。 

 

 

 （使用料の取扱い） 

第２３条 甲は、使用料の徴収について、地方自治法施行令（昭和２２年政令１６号）第１

５８条第１項に基づき、別に締結する委託契約によるものとする。 

 

 

第６章 損害賠償及び不可抗力 

 

 （責任分担） 

第２４条 指定管理業務に関する責任分担については、本協定及び仕様書等に定めるとお

りとする。 

 

 （損害賠償等） 

第２５条 乙は、故意又は過失により本施設等を毀損し、又は滅失したときは、それにより

生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲は、特別の事情があると認めたと

きは、その全部又は一部を免除することができるものとする。 

 

 （第三者への賠償） 

第２６条 乙は、指定管理業務の実施に際して、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損

害が生じた場合は、その損害を賠償しなければならない。 

２ 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した



- 8 - 

 

場合は、乙に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができ

るものとする。 

 

 （保険） 

第２７条 乙は、指定管理業務の実施に当たり、仕様書等に従い、施設所有者賠償責任保険

その他の保険に加入するものとする。 

 

 （不可抗力発生時の対応） 

第２８条 乙は、不可抗力の発生が予測されるとき又は発生したときは、それに伴う損害を

最小限に止めるよう努力し、その影響を早期に除去するよう速やかに適切な措置をとら

なければならない。 

２ 乙は、あらかじめ、不測事態における対応マニュアル及び緊急連絡網の作成等、不測時

における体制を整備し、これを甲に届け出なければならない。 

 

 （不可抗力によって生じた損害の報告、費用等の負担等） 

第２９条 乙は、不可抗力によって本施設等に損害が発生した場合は、その内容及び程度の

詳細について書面をもって甲に報告するものとする。 

２ 不可抗力により乙に損害、損失又は増加費用が発生した場合の費用等の負担について

は、甲乙協議の上、決定する。 

 

 （不可抗力による全部又は一部の業務実施の免除） 

第３０条 不可抗力の発生により指定管理業務の全部又は一部の実施ができなくなった場

合は、乙は、不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるもの

とする。 

２ 乙が不可抗力により指定管理業務の全部又は一部を実施できなかった場合は、甲は、乙

との協議の上、乙が当該指定管理業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指

定管理料から減額することができるものとする。 

 

第７章 指定期間の満了 

 

 （業務の引継ぎ等） 

第３１条 乙は、甲が本施設等について継続的に維持管理及び運営業務を行うことができ

るように、指定期間満了日の 1 年前から本施設等の維持管理及び運営に係る必要事項や

操作要領、申し送り事項その他の関係資料を甲に提供する等、事業の引き継ぎに必要な協

議・協力を行うものとする。 

２ 乙は、指定期間の満了に際し、甲又は甲が指定する者に対し、指定管理業務に関する引

継ぎを行わなければならない。 

３ 甲は、必要と認めるときは、指定期間の満了前に、乙に対して甲の指定する者による本

施設の視察を申し出ることができるものとする。 

４ 乙は、甲から前項の規定による申出を受けたときは、合理的な理由のある場合を除きそ
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の申出に応じなければならない。 

 

 （原状回復義務） 

第３２条 乙は、指定期間の満了時までに、自らの責任及び費用負担により、本施設等（自

主事業のために目的外使用許可がなされている部分を含む。以下本条において同じ。）を

原状に回復し、甲に返還しなければならない。この場合、乙は原状回復の方法及び期間等

について原状回復計画書を作成して甲に提出し、甲の承認を得なければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲が認めたときは、本施設等のうち甲が指定した部分につい

て、乙は原状回復を行わずに、甲が別に定める状態として甲に返還することができるもの

とする。 

３ 乙は、第１項の原状回復（前項に規定する甲が別に定める状態にすることを含む。以下

本条において同じ。）が完了したときは、速やかに甲に報告しなければならない。 

４ 甲は、前項による報告を受けた場合、１４日以内に完了の検査を実施するものとする。 

５ 前項の完了検査の結果、原状回復が不十分であると甲が認めた場合、甲は乙に対して追

加の原状回復工事等を求めることができる。 

６ 甲は、前項の追加の原状回復工事等の完了の報告を受けた場合、再度の完了検査を実施

するものとする。 

７ 前項の再度の完了検査については、第４項及び第５項の規定を準用する。この場合にお

いて、第３項中「前項による報告」とあるのは、「追加の原状回復工事等の完了の報告」

と読み替えて適用する。 

８ 乙が第１項に定める日までに原状回復を終えて本施設等を明け渡すことができなかっ

た場合、乙、その日の翌日から実際に本施設等の原状回復が行われて本施設等が明け渡さ

れた日までの期間（両端日を含む。）の日数に応じ、対応する日数分の本目的外使用許可

料相当額の違約金を市に支払わなければならない。なお、本施設等の明渡しの遅延により

この違約金の額を超える損害が甲に生じた場合、甲は当該超過部分について乙に損害賠

償を請求することができる。 

９ 前項の場合において、乙が正当な理由なく原状回復を行わないときは、甲が乙に代わっ

て本施設等の原状回復を行うことができ、乙は甲による原状回復に要した費用を負担し

なければならない。 

 

 （物品の引継ぎ） 

第３３条 本協定の終了に際しての物品の引継ぎについては、次のとおりとする。 

（１）乙は、甲の所有に係る備品を、甲又は甲が指定する者に対して引き継がなければな

らない。 

（２）乙は、第１６条第３項に規定する備品について、原則として自己の責任と費用で撤

去するものとする。ただし、甲が認めたときは、乙は、甲が指定する者に対してこれ

を引き継ぐことができるものとする。 

（３）消耗品については、現に使用中の消耗品は甲又は甲が指定する者に対して引き継ぐ

ものとし、それ以外のものは乙の所有物とする。 
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第８章 指定期間満了前の指定の取消し 

 

（指定の取消し） 

第３４条 甲は、乙（役員等（法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営

業所（常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。）を代表する者を、任意の団体の場

合は代表者及び法人の場合と同様の責任を有する者をいう。以下同じ。）を含む。）が次の

各号のいずれかに該当すると認めるときは、地方自治法第２４４条の２第１１項の規定

により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一

部の停止を命ずることができる。 

（１）指定管理業務の実施に際し不正行為があったとき。 

（２）甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。 

（３）関係法令、条例等又は本協定に違反したとき。 

（４）関係法令、条例等又は本協定に基づく甲の指示に従わないとき。 

（５）指定管理者の指定の申請資格に不適合となったとき。 

（６）経営状況が著しく悪化するなど、本施設の管理に重大な支障が生じるおそれがある

とき。 

（７）基本協定が甲以外の当事者の責めに帰すべき事由により解除されたとき。 

（８）清掃や設備の保守点検等の個別の具体的業務の委託契約（以下「委託契約」という。）

その他の契約に当たり、その相手方（役員等を含む。）が福山市暴力団排除条例（平

成２４年条例第１０号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力

団員又は同条第３号に規定する暴力団員等（以下「暴力団等」という。）に該当する

ことを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

（９）委託契約に当たり、その相手方（役員等を含む。）が暴力団等に該当することを知

らずに、当該相手方と契約を締結したと認められる場合において、甲が乙に対して当

該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わないとき。 

（１０）第２０条第５項に定める場合に該当したとき。 

（１１）その他乙が本施設の管理を継続することが適当でないと甲が認めるとき。 

２ 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全

部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙が被る損害については、甲はその賠償の

責めを負わない。ただし、前項第１０号に該当する事由が不可抗力の発生によるものであ

ると甲が認めるときは、乙の損害額を認定し、その一部を負担することができるものとす

る。 

 

 （指定期間終了時の取扱い） 

第３５条 第３１条から第３３条までの規定は、前条の規定による指定管理者の指定の取

消しについて、準用する。 
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第９章 その他 

 

 （開業準備業務） 

第３６条 乙は、仕様書等の定めるところにより、指定管理業務の範囲外の業務として、本

施設の開業準備に関する業務（以下「開業準備業務」という。）を実施する。 

２ 指定管理業務については、必要な範囲で指定管理業務に関する仕様書の規定を準用す

る。 

３ 甲は、開業準備業務に関する対価として、指定管理料とは別に、金●円を乙に施設整備

契約において支払う。 

４ 前項の対価の支払方法等の詳細については、別途甲乙協議のうえ定める。 

 

 （自主事業） 

第３７条 乙は、本施設の設置目的に合致し、及び指定管理業務の実施を妨げない範囲にお

いて、仕様書等の定めるところにより自主事業を実施することができるものとする。 

２ 乙は、自主事業を実施する場合は、甲に対して自主事業に係る事業計画書を提出し、あ

らかじめ甲の承諾を受けなければならない。事業計画書を変更する場合も同様とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、乙は、自主事業のうち、ミュージアムショップ運営事業の実

施内容の変更については、当該変更がやむを得ない状況であり、変更内容が適切であると

甲が認めた場合に限り、行うことができる。 

４ 乙は、自主事業を実施する場合において、本施設を占有する場合は、甲から行政財産の

目的外使用許可を受けるものとし、福山市行政財産使用料に関する条例（昭和４１年福山

市条例第２２号）等の定めるところにより算出される使用料を甲に支払う。 

５ 前項のほか、乙は、自主事業を実施する場合において、本施設を使用する場合は、条例

に定める使用料を自ら負担するものとする。 

６ 自主事業に伴う収入は、乙の収入とする。 

７ 前項の規定にかかわらず、自主事業の実施により乙に利益が生じる場合には、別記６に

従い、当該利益の一部を甲に還元する。 

 

（重要事項の変更） 

第３８条 乙は、定款、事務所の所在地、代表者の変更等を行ったときは、速やかに甲に届

け出なければならない。 

 

 （協定の変更） 

第３９条 指定管理業務に関し、その前提条件若しくは内容が変更したとき、又は特別な事

情が生じたときは、甲乙協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。 

 

 （疑義についての協議） 

第４０条 本協定若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に定め

のない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。 
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本協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲、乙記名押印の上、各自その１通を保

有する。 

 

 

○○年（令和○○年）○○月○○日 

 

 

甲 

福山市東桜町３番５号 

福山市 

福山市長 枝 広 直 幹  

 

 

乙（指定管理者） 

所在地 ○○ 

名 称 ○○ 

代表者 ○○     

 

 

  

実印 

実印 
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別記１ 附属設備 
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別記２ 物品リスト 
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別記３ 個人情報取扱特記事項 
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別記４ 指定管理料の改定方法 

 

１．対象となる費用 

 

指定管理料のうち、維持管理・運営業務を対象とする。 

 

２．物価変動の指標値 

 

改定する際の物価変動の基準となる指標は、以下の指標とするが、事業者と必要に応じて

協議できるものとする。なお、修繕業務の使用する指標は、事業者提案後に主構造に基づい

た指標に変更する場合がある。 

種別 使用する指標 

運営業務 
「毎月勤労統計調査/実質賃金指数(厚生労働省)」就業形態

別きまって支給する給与：事業所規模5人以上を採用 

修繕業務 
一般財団法人建設物価調査会が公表する「建築費指数」にお

ける「構造別平均RC」の「広島」の「工事原価」 

光熱水費 「消費者物価指数（総務省）」中分類指数の光熱・水道 

上記以外のその他

の業務 

「消費税の影響を除く企業向けサービス価格指数(日本銀

行)」その他諸サービス 

 

３．改定の計算方法 

上記２で示した物価指数について、使用する指標値ごとに前回改定時に比べて 3％以上

の変動（ただし消費税の税率の変更による影響を除く。）が認められる場合に、指定管理

料を以下の算式に基づいて改定する。以降、物価変動に伴う業務対価 Bの見直しを毎年行

うこととする。ただし、初年度については、2026年度（令和 8年度）の値と 2028年度

（令和 10年度）の指標を比較し 3％以上の変動（ただし消費税の税率の変更による影響を

除く。）が認められる場合に改定する。 

 

【計算式】 

Ｐx＝Ｐr×（ＰＩx-1/ＰＩr)   

ただし｜(ＰＩx-1/ＰＩr)－1｜≧3.0％   

Ｐr：前回改定時の指定管理料 

Ｐx：改定後の x 年度の指定管理料  

ＰＩx-1：前年度の指標（4月～3月)の指標   

ＰＩr：前回改定を行った年度（4 月～3月)の指標（いずれも年度平均）   

※ Ｐxに１円未満の端数が生じた場合には切り捨てとする。  



- 17 - 

 

別記５ 運営収入に係るプロフィットシェアリングの方法 

 

1.プロフィットシェアリングの実施条件 

本事業におけるプロフィットシェアリングは、毎期、増加収入（当期運営収入－提案時の

予定当期運営収入）が提案時の予定当期運営収入を３％以上上回った場合に実施するもの

とする。  

なお、提案時の業務に係る費用に比べて、当期の費用の実績が著しく過小であると市が合

理的に判断した場合には、市は、その差額を増加収入に含め算定するものとする。 

 

【プロフィットシェアリングの実施条件】 

増加収入 ≧ 提案時の予定当期運営収入の３％ 

 

2.プロフィットシェアリングにより事業者が市に支払う金額の算定方法 

（1）基本的な算定方法 

プロフィットシェアリングにより事業者が市に支払う金額（以下、「プロフィットシェア

リング金額」という。）は、増加収入に一定の割合（以下、「プロフィットシェアリング係数」

という。）を乗じた金額とする。 

なお、プロフィットシェアリング係数（Kps）は、30％とする。 

 

【プロフィットシェアリング金額の算定方法】 

n 期のプロフィットシェアリング金額 ＝ （Pn ― P 0n ）×Kps 

ただし、P P ≧提案時の予定当期運営収入の３％に限る。  

Pn：n期の当期運営収入 

P 0n：提案時の n期の予定当期運営収入  

Kps：プロフィットシェアリング係数 

 

（2）当期運営収入が提案時の予定当期運営収入を下回った場合の特例 

 当期運営収入が提案時の予定当期運営収入を 3%以上下回った場合、この下回った金額に

ついては、事業者の判断により、当期含めて 3 期以内において、増加収入から控除してプ

ロフィットシェアリング金額を算定することができる。 
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  【イメージ】 
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別記６ 自主事業に係る利益還元の方法 

 

【提案に基づき作成する、】 


